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暮らしの難儀事お手伝いします
な ん　 ぎ　 ご と

★相談は無料ですよ。
官公庁への提出書類、契約書の作成、車庫証明、車ナンバーの
変更、農地関係、相続手続き、遺言書の作成などなど

今月のご提案 ……………………………………………………………………………
　「相続は年数が経つと難しくなります。お早めに」

次回は、クー
リング・

オフができ
る取引③を

お伝えします
！

注意喚起!
インターネット通販のトラブル

（公財）秋田県市町村振興協会

□販売業者のレビューや口コミを見てみましょう。
合わせて、住所が実在するか地図サービスなどを使って調べたり、電話番号はつながるか、代表者氏名
が書かれているかを必ず確認しましょう。
□解約・返品はできますか？
自分都合で返品ができるのか、定期購入が条件となっていないか、よく確認しましょう。
解約・返品のルールは事業者の定めるルールに従わなくてはいけません。
□価格が大幅に値下げされていたり、低価格を強調する広告には気をつけて！
極端に安い商品には必ず理由があります。有名企業の公式サイトとそっくりに作った模倣サイトや詐欺
的サイト、定期購入が条件となっている場合があります。
□支払い方法が代金引換えや前払いのみ、振込先が個人名義の口座となっている場合は、特に注意が必要
です！
□商品の写真や広告、特に申込みの最終確認画面を、必ず記録に残しましょう！
スクリーンショット、あるいは写真を撮ったり、印刷したりしてもよいのです。
トラブルにあった時はとにかく証拠が残っているかどうかが大事です！

最近、このようなインターネット通販によるトラブルが増加しています。
そこで今回は、「クーリング・オフができる取引」を一旦お休みして、インターネット通販における注意点
をご紹介します。

購入ボタンを押す前に! チェックしてみましょう!

　　　　●「お試し無料」と書いてあったので購入したら、高額な定期購入の契約になっていた。
　　　　●お金を払ったのに商品が届かない。
　　　　●掲載されていた商品と全く違う物が届いた。

●八峰町消費生活相談窓口（産業振興課） TEL：0185-76-4605
　Ｅ-ｍａｉｌ：ｓａｎｇｙｏ＠ｔｏｗｎ.ｈａｐｐｏｕ.ａｋｉｔａ.ｊｐ
●秋田県生活センター北部消費生活相談室 TEL：0186-45-1040

通信販売はクーリング・オフができません。
つまりは、トラブルにあったからと言って簡単にお金を返してもらうことはできません。
インターネットは、世界中のあらゆる人が情報を載せることができます。
相手が海外の業者であったり、悪質な業者である場合は、お金を払った後で連絡がつかなく
なってしまうことがあります。

暑くなってきますよ
　エアコンはいかがですか?

SELA グループ
SELA シロキ

新車・中古車販売（国産全メーカー）
車検・定期点検・鈑金塗装

■問合せ先　総務課町民サービス係　７６－４６１４

　7月１日の能代地区保護司会八峰支部長から町長への内閣総理大臣メッセージの手交を皮切りに、第 71 回
「社会を明るくする運動」が展開されています。今回は安心・安全な地域社会の実現のため、保護司にスポット
を当て、2回に分けて保護司や社会を明るくする運動についてご紹介します。

　更生保護とは、犯罪や非行をした人が再び罪を犯すことのないよう、地域社会の中でその立ち直りを指導
・支援するとともに、犯罪や非行のない安全・安心な社会をつくるための啓発を行う活動です。保護司は法
務大臣が委嘱するボランティアで、更生保護活動に貢献しています。保護司は非常勤の国家公務員としての
身分を持ち、給与は支給されませんが、活動経費は国から支給され、活動中の怪我などは、公務災害の補償
が受けられます。
　仕事内容としては保護観察所からの依頼による活動と地域の保護司の一員としての活動に大まかに分けら
れ、具体的には下記のようになります。

　保護司になると、住居地を管轄する保護観察所に配属され、地域の保護司組織（保護司会）に所属し、活
動していくことになります。保護司会と同様の団体に「更生保護女性の会」や「BBS会」、「更生保護法人」
といったボランティア団体もあります。
　経験年数などに応じて保護観察所が研修を行うほか、保護司会でも自主的に研修を行っています。また、
保護観察や矯正施設入所者の生活環境の調整などは、専門官である保護観察官のアドバイスを受けながら、
保護観察官と協働して行います。
　
　このように、保護司は地域の安全・安心のための活動を実施しています。来月は保護司の啓発活動の主軸
となる「社会を明るくする運動」と昨今の懸案事項である保護司のなり手不足についてご紹介します。

～安全・安心な地域社会づくりのために～

第１回　更生保護と保護司について

保護観察所からの依頼による活動

①保護観察となった人への助言や指導

②刑務所や少年院に入っている人への出所後
の生活環境の調整

④その他犯罪予防のための自治体など関係機
関・団体との連携・協力

③地域での犯罪予防のための啓発や宣伝活動

地域の保護司の一員としての活動
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